




食品添加物の指定制度
（ポジティブリスト制度）



農薬等の規制における
ポジティブリスト制度



農薬等の残留規制

Ⅰ.残留基準値が設定されているもの

※動物実験等のデータをもとに設定した
AＤＩ（一日摂取許容量）を超えない範囲
で定められている

Ⅱ.残留基準値が設定されていないもの

①暫定基準値

※国際機関等のデータ（基準値）等を参
考にして定められている

②一律基準値（0.01ｐｐｍ）
※①及び②以外に適用

～２００６年
（平成１８年）
【ネガティブリスト制度】

２００６年～
【ポジティブリスト制度】





(届出)

輸入業者 → 検疫所長



①食品衛生監視員（法第28～30条に規定）
※国や都道府県等の職員（検疫所、保健所など）

②食品衛生管理者（法第48条に規定）
※粉乳、食肉製品、添加物など、製造、加工の課程で、

特に衛生上の配慮が必要な食品等の製造施設に限定して
配置が義務付けられている。

③食品衛生責任者（法第51条の規定に基づく公衆衛生上必要
な措置に関する基準の中で規定）
※原則、全ての食品取扱い施設に配置が義務付けられている。

食品衛生に関わる有資格者



「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理」の制度化

（義務化）
※２０１８年（平成30年）に法改正 →２０２１年施行

①

②



食品衛生法第51条
厚生労働大臣は、営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生

上必要な措置について厚生労働省令で、次に掲げる事項に関す
る基準を定めるものとする。

① 一般的な衛生管理に関すること
② 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に
重要な工程を管理するための取組に関すること

（厚生労働省令）食品衛生法施行規則第66条の２

① 別表第17（「一般的な衛生管理」の基準）
② 別表第18（「HACCPに沿った衛生管理」の基準）



営業の届出（第５７条）



食品リコール制度



「懲役刑」と「禁固刑」を統合
【刑法改正（2025年6月～）】





営業者が実施しなければならない公衆衛生上必要な措置

Plan
Do

Check

Act

① 「一般的衛生管理の基準」及び「HACCPに沿った衛生管理に関
する基準」に基づき衛生管理計画を作成し、食品等の取扱いに従
事する者及び関係者に周知徹底を図る。

必要に応じて、施設・設備の清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い
等について、具体的な方法を定めた手順書（マニュアル）を作成
する。

② 衛生管理計画に沿って、日々の衛生管理を実施する。

③ 衛生管理の実施状況を記録し、保存する。

④ 「衛生管理計画」及び「手順書（マニュアル）」の効果を定期的
に、また、工程に変更が生じた際等に検証し（振り返り）、必要に
応じて内容を見直す。



PDCAサイクルを回して、
衛生水準の継続的な改善を図る。

食品衛生管理の「最適化」

らせん階段を上るように、食品衛生管理の
レベルを（より良い方向に）向上させる。



①

②



コーデックス委員会
（国際食品規格委員会）

国際連合食料農業機関（ＦＡＯ）と世界保健
機関（ＷＨＯ）が1963年に設立した食品の国際
基準（コーデックス基準）を作る政府間組織

【１８０カ国以上が加盟】

【設立の目的】

食品の安全性を確保して、消費者の健康を
保護するとともに、公正な国際貿易を促進する。



食品衛生管理の国際標準化に係る
コーデックス委員会の動き

＜1969年＞

「食品衛生の一般原則 【8要件】」を勧告

第１章 適正衛生規範（GHP）【８要件】
第２章 ＨＡＣＣＰシステムとその適用のためのガイドライン

＜2020年＞
「食品衛生の一般原則」の改訂

＜1993年＞

（「食品衛生の一般原則」の付属書として）

「ＨＡＣＣＰシステムとその適用のためのガイドライン」 を採択・公表



「従来方式」と「ＨＡＣＣＰ方式」の衛生管理の違い

ファイナル・チェック

プロセス・チェック（工程管理）
食品衛生上の危害の発生を防止するための特に重要な工程（ＣＣＰ）を重点的に管理する。

重要管理

一般的衛生管理

一般的衛生管理
一般的衛生管理
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小規模事業者



コーデックスが示した「食品衛生の一般原則」
（適正衛生規範）に沿った内容



【兵庫県の場合】
ふぐ処理責任者試験に合格した者

集団給食施設を含む



「特定保健用食品の許可業者」又は「機能性表示食品の届出業者」は、
当該食品に係る健康被害の発生等の情報を得た場合、速やかに都道府県
知事等に提供すること 【２０２４年９月～義務化】



HACCPの考え方を取り入れた衛生管理





（加熱工程）

汚染 汚染 汚染 汚染 汚染 汚染

汚染汚染

汚染 汚染

汚染

増殖

発芽・増殖

生残

生残

想定される危害要因に対する管理手
段（洗浄、消毒、加熱、冷蔵、冷凍な
ど）を特定する。

※最終製品の安全性を脅かす危害要因

原材料の洗浄

冷蔵

使用器具の衛生管理

使用水の
管理

加熱

急冷

冷蔵

検品

１. 危害要因（※）の分析

①原材料由来や調理器具等からの
有害微生物の汚染

②不適切な温度管理による有害微生
物の増殖

③【加熱工程】
原材料や製造環境に由来する有
害微生物（非芽胞形成菌）の生残

④【加熱後】
原材料に含まれる芽胞形成菌の発
芽、増殖



２. 重要管理点の決定

①煮込み
有害微生物を殺菌するために
有効な最後の加熱工程

②冷却
芽胞形成菌は、加熱工程で完全
に殺菌できないので、加熱後、急
冷し、発芽・増殖を防ぐ

３. 管理基準の設定

①煮込み
品温が８５℃以上、２０分以上
（十分な加熱）

②冷却
加熱終了後の品温を２時間以内
に１０℃以下（急冷）

原材料の洗浄

冷蔵

使用器具の衛生管理

使用水の
管理

加熱

急冷

冷蔵

検品



４. モニタリング方法の設定

①煮込み
ロットごとに調理担当者が温度計、
タイマーで確認し、記録する。

②冷却
ロットごとに調理担当者が温度計、
タイマーで確認し、記録する。

５. 改善措置の設定

①煮込み
加熱不足の場合は、再加熱する。

②冷却
急冷基準を逸脱していた場合は、
廃棄する。

加熱

急冷



６. 検証方法の設定
※HACCPプランに従って衛生管理

が行われ、有効に機能しているか
確認するための方法を設定する。

①煮込み
②冷却

作業記録の確認、温度計・タイ
マーの校正、細菌検査、改善措
置記録の確認

７. 記録の作成

①煮込み
②冷却

作業記録、温度計・タイマーの
校正記録、細菌検査結果、改善
措置記録

加熱

急冷





小規模な一般飲食店





Plan
Do
Check
Act



ハンバーグステーキ

焦げ色がちょうど
良いと思っても、

中心部５０℃

十分焦げている
から火が通って
いると思っても、

中心部６３℃

焼けているように
見えても、赤い肉
汁が出る。

中心部７０℃

上面に透明な
肉汁が出る。

中心部７６℃
余熱で７８℃

H21.6.26食品安全委員会「トワイライトセミナー（これだけは知っておきたい調理法）」資料等より引用







厚生労働省が作成した「一般飲食店向け
HACCP衛生管理記録」アプリについて

【おもな特徴】
▶無料(課金一切なし)
▶スマホ、タブレット専用
▶IDやパスワードの設定なし
▶記録データはアプリ内で2年間保存
▶メール機能で出力して帳票の作成も！

本アプリは一般飲食店事業者向けの手引書に沿って、ご自身の
お店の衛生管理計画を作成し、日々の記録、振り返りなどがスマ
ートフォンやタブレットの端末にて行うことができ、記録の負担
を軽減できます。



厚生労働省が作成した「一般飲食店向け
HACCP衛生管理記録」アプリの入手方法

QRコード（二次元バーコード）によるアクセス

※上記アプリに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先

⇒（メールアドレス） help_app@jfha.or.jp





厚生労働省【食品リコール情報】

消費者庁【リコール情報サイト（食料品）】

https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S020501.do?_Action_=a_backAction

https://www.recall.caa.go.jp/result/index.php









HACCPに沿った衛生管理が
義務付け





ピスタチオ

９品目
＝＝＝



賞味期限

速く悪くなるもの
※まだ食べられる

劣化が比較的遅いもの

消費期限

製造日

（製造後の経過日数→ → → → → → → ）

賞味期限と消費期限のイメージ

安全に食べ
られる限界

（劣化）

品質（安全性、味、香り、触感など）



表示されている「保存方法」で、かつ、
「未開封」の場合の日持ちの目安






